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平
成
31
年
第
１
回
定
例
会

　

第
１
回
定
例
会
は
、
２
月
26
日
か
ら
３
月
14
日

ま
で
の
17
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
、
２
０
１
９
年

度
（
平
成
31
年
度
）
一
般
会
計
・
各
特
別
会
計
の

予
算
及
び
各
議
案
等
の
審
議
を
行
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
15
名
の
議
員
が
市
政
に
対
す
る
一
般
質

問
を
行
い
、
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

目　　　　次

第１回定例会で
審議された主な議案　　……………… ２

議案に対する質疑　　　……………… ３

議案の議決結果　　　　……………… ４ ～ ５

請願・陳情の議決結果　……………… ５

賛否が分かれた議案等
に対する議員の態度　　……………… ５ 

市政に対する一般質問　……………… ６ ～ 10

委員会審査報告　　　　……………… 11

選任・任命・編集後記　……………… 12

▲般
はん

若
にゃ

院
いん

の枝
し

垂
だれ

桜
ざくら

　　（提供者：永井　正　Ｈ 31.4.1 撮影）

龍ケ崎

市議会だより

№１８９
2019.5.15



市議会だより 189 号（２）

平
成
31
年
第
１
回
定
例
会

審議された議案の主なもの

◆平成３１年度各会計予算（一般会計及び８つの特別会計）

◆龍ケ崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて

◆龍ケ崎市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について

［審議結果は４、５ページ］

▼
龍
ケ
崎
市
特
別
職
の
職
員
で
非
常

勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

　

不
法
投
棄
、
特
に
不
適
正
残
土
事

案
に
対
す
る
指
導
体
制
を
強
化
す
る

た
め
、
当
該
事
案
の
対
応
経
験
を
有

す
る
警
察
官
Ｏ
Ｂ
な
ど
が
高
度
に
専

門
的
な
事
項
に
関
す
る
助
言
や
援

助
、
さ
ら
に
は
実
際
の
対
応
事
務
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
方
公

務
員
法
第
３
条
第
３
項
第
３
号
に
規

定
す
る
「
顧
問
」
の
役
割
を
担
う
者

と
し
て
、
非
常
勤
特
別
職
に
「
不
法

投
棄
等
対
策
管
理
官
」
を
追
加
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
す
。

▼
龍
ケ
崎
市
特
定
健
康
診
査
等
実
施

条
例
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
つ
い

て
　

健
診
の
受
診
を
促
進
し
、
が
ん
の

早
期
発
見
や
正
し
い
健
康
意
識
の
普

及
を
目
的
と
し
て
、
平
成
31
年
度
に

お
い
て
特
定
の
年
齢
に
達
し
た
方
に

対
し
て
、
が
ん
検
診
等
に
係
る
費
用

を
無
料
と
す
る
た
め
、
本
条
例
を
制

定
す
る
も
の
で
す
。

条　

 

例 

　

等

▼
龍
ケ
崎
市
保
育
士
等
修
学
資
金
貸

付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

　

市
内
の
保
育
所
や
認
定
こ
ど
も

園
、
幼
稚
園
等
に
お
け
る
保
育
士
や

幼
稚
園
教
諭
等
の
人
材
の
確
保
を
図

る
た
め
、
貸
付
金
の
額
の
引
き
上
げ

を
行
う
と
と
も
に
、
対
象
と
な
る
職

種
や
貸
付
期
間
に
係
る
規
定
の
明
確

化
の
た
め
の
改
正
を
行
う
も
の
で

す
。

▼
龍
ケ
崎
市
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

　

「
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す

る
法
律
」
及
び
同
法
施
行
令
の
改
正

に
伴
う
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
こ
れ
ら

の
法
令
で
定
め
ら
れ
て
い
た
災
害
援

護
資
金
の
貸
付
利
率
及
び
保
証
人
を

付
け
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
条
例

で
定
め
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
、
償

還
方
法
に
月
賦
償
還
が
追
加
さ
れ
た

こ
と
か
ら
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も

の
で
す
。

▼
牛
久
市
の
公
の
施
設
を
本
市
住
民

の
使
用
に
供
さ
せ
る
こ
と
に
関
す
る

議
決
事
件
の
変
更
に
つ
い
て

　

平
成
14
年
12
月
に
議
会
の
議
決
を 

経
て
締
結
し
た
牛
久
市
と
の
「
公
の

施
設
相
互
利
用
に
関
す
る
協
定
」
に

つ
い
て
、
牛
久
市
の
「
牛
久
運
動
公

園
」
内
の
「
武
道
場
」
と
「
会
議
室

兼
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
場
」
の
２
施
設
を

追
加
す
る
と
と
も
に
、
「
牛
久
市
エ

ス
カ
ー
ド
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
」
内

の
施
設
に
つ
い
て
は
、
変
更
を
行
う

た
め
、
地
方
自
治
法
第
２
４
４
条
の

３
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
議
会

の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
す
。

▼
平
成
30
年
度
龍
ケ
崎
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
７
号
）

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か

ら
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
、
２
億
４
０

１
１
万
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳
出
予

算
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
、
２
５
２
億

２
１
９
４
万
円
と
す
る
も
の
で
す
。

▼
平
成
31
年
度
龍
ケ
崎
市
一
般
会
計

予
算

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
、
そ
れ

ぞ
れ
２
５
０
億
５
０
０
０
万
円
（
前

年
度
比
３
億
９
０
０
０
円
、
１
・
６
％

増
）
と
す
る
も
の
で
す
。

▼
平
成
31
年
度
龍
ケ
崎
市
国
民
健
康

保
険
事
業
特
別
会
計
予
算

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
、
そ
れ

ぞ
れ
75
億
７
０
０
万
円
と
す
る
も
の

で
す
。

▼
平
成
31
年
度
龍
ケ
崎
市
公
共
下
水

道
事
業
特
別
会
計
予
算

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
、
そ
れ

ぞ
れ
22
億
５
９
０
０
万
円
と
す
る
も

の
で
す
。

▼
平
成
31
年
度
龍
ケ
崎
市
介
護
保
険

事
業
特
別
会
計
予
算

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
、
そ
れ

ぞ
れ
48
億
８
７
０
０
万
円
と
す
る
も

の
で
す
。

▼
平
成
31
年
度
龍
ケ
崎
市
後
期
高
齢

者
医
療
事
業
特
別
会
計
予
算

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
、
そ
れ

ぞ
れ
14
億
５
４
０
０
万
円
と
す
る
も

の
で
す
。

▼
平
成
31
年
度
龍
ケ
崎
市
工
業
団
地

拡
張
事
業
特
別
会
計
予
算

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
、
そ
れ

ぞ
れ
５
億
１
２
０
０
万
円
と
す
る
も

の
で
す
。

補 

正 

予 

算

予 

　

 

　

 

算

※
２
０
１
９
年
５
月
１
日
よ
り
、
元
号
が
「
令
和
」
と
な
り
ま
し
た
が
、

　

第
１
回
定
例
会
は
２
、
３
月
中
に
開
催
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
本
紙
で
は

　

「
平
成
」　

を
用
い
て
い
ま
す
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質　
　

疑

◆
議
案
第
４
号　

龍
ケ
崎
市

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

金
剛
寺
議
員　

条
例
制
定
の

経
緯
、
社
会
的
背
景
に
つ
い

て
、
ま
た
、
規
則
で
定
め
る

内
容
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

総
務
部
長　

少
子
高
齢
化
に

伴
う
生
産
年
齢
人
口
の
減
少

や
働
く
方
々
の
ニ
ー
ズ
の
多

様
化
が
進
む
社
会
的
背
景
の

も
と
、
国
は
労
働
者
が
置
か

れ
て
い
る
個
々
の
事
情
に
応

じ
て
多
様
な
働
き
方
を
選
択

で
き
る
社
会
の
実
現
に
向
け

て
、
働
き
方
改
革
を
推
進
す

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
そ
の

働
き
方
改
革
の
大
き
な
柱
の

一
つ
が
、
長
時
間
労
働
の
是

正
で
す
。

　

本
年
４
月
１
日
か
ら
、
労

働
基
準
法
の
改
正
に
伴
い
、

時
間
外
勤
務
の
上
限
規
制
が

導
入
さ
れ
、
民
間
に
お
い

て
は
罰
則
規
定
が
設
け
ら
れ

た
ほ
か
、
国
家
公
務
員
に
お

い
て
も
人
事
院
規
則
の
改
正

　

議
案
に
対
し
て
、
３
名
の
議
員
が
質
疑
を
行
い
ま
し
た　

　

そ
の
一
部
を
掲
載
し
ま
す

に
よ
り
、
民
間
同
様
の
時
間

外
勤
務
の
上
限
を
定
め
る
な

ど
、
国
を
挙
げ
た
取
り
組
み

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
こ
と
か
ら
、
当
市
に
お

い
て
も
、
国
に
準
じ
て
時
間

外
勤
務
の
上
限
を
定
め
る
た

め
の
条
例
改
正
を
行
う
も
の

で
す
。

　

具
体
的
に
は
、
そ
の
上
限

を
原
則
と
し
て
１
カ
月
に
つ

き
45
時
間
、
年
間
３
６
０
時

間
と
す
る
ほ
か
、
大
規
模
災

害
へ
の
対
応
や
期
限
が
定
め

ら
れ
て
い
る
重
要
な
法
令
、

施
策
の
立
案
等
、
公
務
の
運

営
上
、
真
に
や
む
を
得
な
い

事
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
１
カ
月
に
つ
き
１
０
０

時
間
未
満
、
複
数
月
平
均
80

時
間
、
年
間
７
２
０
時
間
ま

で
と
定
め
る
予
定
で
す
。

◆
議
案
第
５
号　

龍
ケ
崎
市

特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の

も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償　

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

深
沢
議
員　

不
法
投
棄
等
対

策
管
理
官
に
、
警
察
官
Ｏ
Ｂ

を
採
用
さ
れ
た
理
由
と
、
そ

の
主
な
役
割
に
つ
い
て
伺
い

ま
す
。

産
業
経
済
部
長　

本
市
の
不

適
正
残
土
事
案
に
つ
い
て

は
、
市
条
例
に
基
づ
き
担
当

職
員
が
指
導
等
を
行
っ
て
い

ま
す
が
、
近
隣
自
治
体
と
同

様
に
、
悪
質
行
為
者
に
よ
る

事
案
も
発
生
し
て
お
り
、
市

職
員
だ
け
で
の
対
応
は
非
常

に
困
難
な
状
況
で
す
。
こ
の

よ
う
な
不
適
正
残
土
事
案
の

対
応
や
指
導
、
監
督
体
制
を

強
化
す
る
た
め
、
不
法
投
棄

等
対
策
管
理
官
を
新
た
に
設

け
る
も
の
で
す
。

　

不
適
正
残
土
事
案
を
引
き

起
こ
す
行
為
者
な
ど
に
つ
い

て
は
、
反
社
会
勢
力
な
ど
と

関
係
の
あ
る
者
で
あ
る
ケ
ー

ス
が
多
く
、
そ
の
対
応
に
当

た
っ
て
は
、
近
隣
自
治
体
な

ど
と
同
様
に
、
茨
城
県
警
Ｏ

Ｂ
が
適
任
と
考
え
て
い
ま

す
。
県
警
Ｏ
Ｂ
で
あ
れ
ば
、

同
様
に
県
警
Ｏ
Ｂ
を
雇
用
し

て
い
る
自
治
体
と
の
連
携
や

情
報
交
換
に
加
え
、
地
元
警

察
署
や
県
警
本
部
な
ど
と
の

連
携
や
調
整
が
よ
り
図
り
や

す
く
な
る
も
の
と
考
え
て
い

ま
す
。

　

業
務
内
容
は
、
残
土
や
不

法
投
棄
等
の
パ
ト
ロ
ー
ル
、

不
適
正
事
案
の
指
導
や
現
場

へ
の
立
ち
入
り
、
そ
れ
に
加

え
、
不
当
要
求
行
為
な
ど
に

対
す
る
助
言
や
対
応
と
な
り

ま
す
。
職
務
は
、
地
方
公
務

員
法
第
３
条
第
３
項
第
３
号

に
規
定
さ
れ
て
い
る
顧
問
の

役
割
を
担
う
こ
と
か
ら
、
特

別
職
非
常
勤
職
員
と
し
て
、

平
成
31
年
度
に
お
い
て
茨
城

県
警
Ｏ
Ｂ
１
名
の
委
嘱
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

◆
議
案
第
７
号　

龍
ケ
崎
市

保
育
士
等
修
学
資
金
貸
付
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

伊
藤
議
員　

平
成
28
年
度
か

ら
の
貸
付
人
数
、
市
内
施
設

採
用
人
数
の
実
績
を
伺
い
ま

す
。

　

ま
た
、
平
成
30
年
度
に
申

請
し
、
平
成
31
年
度
も
継
続

し
て
貸
付
を
受
け
る
場
合
で

も
、
貸
付
額
の
改
正
が
適
用

に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

福
祉
部
長　

保
育
士
等
修
学

資
金
貸
付
制
度
を
創
設
し
た

平
成
28
年
度
か
ら
今
年
度
ま

で
の
実
績
は
、
平
成
28
年
度

が
12
人
、
平
成
29
年
度
が
４

人
、
平
成
30
年
度
が
２
人
、

合
計
18
人
の
学
生
か
ら
修
学

資
金
の
貸
付
申
請
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
に
お
い
て
貸
付

が
最
長
２
年
間
と
い
う
こ
と

も
あ
り
、
貸
付
者
の
中
で
最

初
に
就
職
を
迎
え
た
時
期
は

平
成
30
年
４
月
と
な
っ
て
い

ま
す
。
平
成
30
年
４
月
は
、

７
人
が
就
職
を
迎
え
ま
し
た

が
、
そ
の
う
ち
６
人
が
市
内

の
保
育
園
や
幼
稚
園
に
就
職

し
、
保
育
士
等
と
し
て
活
躍

し
て
い
ま
す
。
残
り
の
１
人

に
つ
い
て
も
、
今
後
市
内
の

施
設
に
保
育
士
等
と
し
て
就

職
し
た
い
と
の
意
向
を
示
し

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
30
年
度
に
申

請
し
、
平
成
31
年
度
も
継
続

し
て
貸
付
を
受
け
る
場
合
で

も
、
改
正
前
の
月
額
３
万
円

で
は
な
く
、
改
正
後
の
月
額

５
万
円
が
適
用
さ
れ
る
制
度

設
計
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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※賛否が分かれた議案等（網掛けされたもの）に対する議員の態度については、次ページで紹介しています。

◆◆◆◆提案された議案等は次のように決まりました◆◆◆◆

議案番号 議　　　案　　　件　　　名 議決結果

議

案

第１号 龍ケ崎市職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例について 全員賛成で可決

第２号 龍ケ崎市職員の自己啓発等休業に関する条例について 全員賛成で可決

第３号 龍ケ崎市職員の配偶者同行休業に関する条例について 全員賛成で可決

第４号 龍ケ崎市職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 全員賛成で可決

第５号
龍ケ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例について
全員賛成で可決

第６号 龍ケ崎市特定健康診査等実施条例の特例に関する条例について 全員賛成で可決

第７号 龍ケ崎市保育士等修学資金貸付条例の一部を改正する条例について 全員賛成で可決

第８号
龍ケ崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例について
全員賛成で可決

第９号 龍ケ崎市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について 全員賛成で可決

第10号 龍ケ崎市農業振興地域整備促進協議会条例等の一部を改正する条例について 全員賛成で可決

第11号 牛久市の公の施設を本市住民の使用に供させることに関する議決事件の変更について 全員賛成で可決

第12号 平成３０年度龍ケ崎市一般会計補正予算（第７号） 全員賛成で可決

第13号 平成３０年度龍ケ崎市国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号） 全員賛成で可決

第14号 平成３０年度龍ケ崎市公共下水道事業特別会計補正予算（第５号） 全員賛成で可決

第15号 平成３０年度龍ケ崎市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 全員賛成で可決

第16号 平成３０年度龍ケ崎市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第４号） 全員賛成で可決

第17号 平成３０年度龍ケ崎市工業団地拡張事業特別会計補正予算（第４号） 賛成多数で可決

第18号 平成３１年度龍ケ崎市一般会計予算 賛成多数で可決

第19号 平成３１年度龍ケ崎市国民健康保険事業特別会計予算 賛成多数で可決

第20号 平成３１年度龍ケ崎市公共下水道事業特別会計予算 全員賛成で可決

第21号 平成３１年度龍ケ崎市農業集落排水事業特別会計予算 全員賛成で可決

第22号 平成３１年度龍ケ崎市介護保険事業特別会計予算 全員賛成で可決

第23号 平成３１年度龍ケ崎市障がい児支援サービス事業特別会計予算 全員賛成で可決

第24号 平成３１年度龍ケ崎市後期高齢者医療事業特別会計予算 賛成多数で可決

第25号 平成３１年度龍ケ崎市介護サービス事業特別会計予算 全員賛成で可決

第26号 平成３１年度龍ケ崎市工業団地拡張事業特別会計予算 賛成多数で可決

第27号 龍ケ崎市副市長の選任について 全員賛成で同意

第28号 龍ケ崎市教育委員会教育長の任命について 全員賛成で同意

第29号 龍ケ崎市固定資産評価審査委員会委員の選任について 全員賛成で同意

第30号 龍ケ崎市固定資産評価審査委員会委員の選任について 全員賛成で同意



◆◆◆提出された請願・陳情は次のように決まりました◆◆◆

番　号 件　　　名 議 決 結 果

平成３１年

請願第１号
新規 後期高齢者の医療費自己負担２割への引き上げに反対する請願

賛成少数で

不　採　択

平成３１年

請願第２号
新規

「最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書」採択

の請願書

賛成少数で

不　採　択

平成３０年

陳情第１号
継続 佐貫駅のホームと電車の隙間の早急な対策を求める陳情書

賛成少数で

不　採　択

平成３１年

陳情第１号
新規 コミュニティバスの値上げに反対する陳情書

賛成少数で

不　採　択

◆◆◆◆ 賛否が分かれた議案等に対する議員の態度 ◆◆◆◆
○＝賛成　×＝反対　欠＝欠席

※賛否の態度が異なる議案等を掲載しています。ここに掲載していない議案等は、全員賛成で可決しました。

※議長（寺田議員）は採決に加わりません。

議案
請願
陳情
番号

議決
結果

賛否数 議員名及び賛否の別

賛
成

反
対

金
剛
寺

伊
藤

岡
部

石
引

久
米
原

山
宮

深
沢

札
野

福
島

山
﨑

後
藤
（
光
）

滝
沢

椎
塚

大
竹

後
藤
（
敦
）

寺
田

杉
野

鴻
巣

大
野

議17 可決 15 ２ ✕ ✕ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー 欠 ○ ○

議18 可決 13 4 ✕ ✕ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ✕ ー 欠 ○ ✕

議19 可決 15 ２ ✕ ✕ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー 欠 ○ ○

議24 可決 15 ２ ✕ ✕ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー 欠 ○ ○

議26 可決 15 ２ ✕ ✕ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー 欠 ○ ○

H31 請１ 不採択 ３ 14 〇 〇 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ー 欠 ✕ 〇

H31 請２ 不採択 ２ 15 〇 〇 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ー 欠 ✕ ✕

H30 陳１ 不採択 ５ 12 〇 〇 〇 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 〇 ー 欠 ✕ 〇

H31 陳１ 不採択 ４ 13 ○ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 〇 ー 欠 ✕ ○

※請願・陳情の内容については、市議会ホームページで公開しております。

※賛否が分かれた請願・陳情（網掛けされたもの）に対する議員の態度については、下段で紹介しております。

議案番号 議　　　案　　　件　　　名 議決結果

報　

告

第１号
専決処分の承認を求めることについて（和解に関することについて）

［除草作業に使用していた刈払機によって小石が飛散し普通乗用車を破損させた事故］
全員賛成で承認

第２号
専決処分の承認を求めることについて（和解に関することについて）

［当市公用車に他市の公用車が接触した事故］
全員賛成で承認

第３号

専決処分の承認を求めることについて（和解に関することについて）

［普通乗用車が対向車線から右折しようとした普通乗用車を避けようとして龍ケ崎市文化

会館の敷地内の縁石を破損した事故］

全員賛成で承認

第４号

専決処分の承認を求めることについて（和解に関することについて）

［普通乗用車が対向車線から右折しようとした普通乗用車を避けようとして龍ケ崎市文化

会館の敷地内の縁石を破損した事故］

全員賛成で承認

　　　　

　　　　　　　

　　「YouTube 龍ケ崎市議会チャンネル」をご覧ください
　龍ケ崎市議会では、本会議の様子をYoutube で動画配信しています。

　チャンネルにご登録いただくと、新しい動画が公開された際や、ライブ配信が開始された際、

通知を受け取ることが可能となります。是非、チャンネル登録をよろしくお願いします！

（５）市議会だより 189 号



市議会だより 189 号（６）

一　
　

般　
　

質　
　

問

　

一
般
質
問
の
記
事
は
、
各
議
員
が
書
い
て
い
ま
す

議
員　

市
内
特
養
各
施
設
へ
の

当
方
で
の
聞
き
取
り
調
査
（
２

月
実
施
）
で
は
、
何
と
２
２
０

人
の
待
機
で
し
た
。
そ
こ
で
お

尋
ね
し
ま
す
。
直
近
で
の
特
養

待
機
人
数
は
。

福
祉
部
長　

前
年
４
月
１
日
現

在
の
情
報
に
基
づ
き
、
県
か
ら

市
町
村
へ
本
年
１
月
に
調
査
依

頼
が
あ
り
報
告
中
で
す
が
、
暫

定
値
で
63
人
と
把
握
し
て
い
ま

す
。

議
員　

県
の
前
年
４
月
１
日
の

元
デ
ー
タ
か
ら
の
数
字
で
す
の

で
、
現
時
点
で
は
、
も
っ
と

待
機
者
が
増
え
て
い
る
と
思
わ

れ
ま
す
。
先
程
の
調
査
結
果

２
２
０
人
が
、
全
て
重
複
し
て

申
し
込
ん
で
い
る
と
し
て
も
、

そ
の
半
分
１
１
０
人
と
な
り
、

増
加
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で

す
。
６
年
後
の
「
２
０
２
５
年

問
題
」
を
控
え
、
加
速
度
的
に

増
加
し
ま
す
。
現
在
の
家
族
構

成
の
在
り
様
を
考
え
れ
ば
、
特

養
へ
の
希
望
者
は
確
実
に
増
加

し
ま
す
。
心
細
い
思
い
を
さ
れ

て
い
る
待
機
者
、
そ
の
家
族

　

金
剛
寺　

博

議
員

　

「
中
小
企
業
振
興
条
例
」
の
制
定
を
求
め
る

　

杉

野

五

郎

議
員

議
員　

「
中
小
企
業
振
興
条

例
」
は
、
昨
年
末
で
44
道
府
県
・

４
０
７
市
町
村
で
制
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
当
市
で
の
認
識
、

準
備
状
況
は
い
か
が
で
す
か
。

産
業
経
済
部
長　

中
小
企
業
、

小
規
模
企
業
振
興
の
基
本
原

の
方
へ
の
対
応
を
ど
う
さ
れ
る

の
か
。
こ
の
ま
ま
数
年
も
放
置

さ
れ
る
の
か
。
直
ち
に
特
養
の

増
設
へ
着
手
す
べ
き
で
は
な
い

か
。
市
長
は
こ
の
こ
と
を
ど
う

受
け
止
め
ら
れ
て
い
ま
す
か
。

市
長　

現
在
は
、
平
成
30
年
度

か
ら
32
年
度
ま
で
の
第
７
期
介

護
保
険
事
業
計
画
期
間
と
な
っ

て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
施
設
の

開
設
、
増
床
等
拡
大
の
効
果
を

検
証
す
る
期
間
と
も
な
っ
て
い

ま
す
。
必
要
な
施
設
に
つ
い
て

は
、
平
成
33
年
度
か
ら
の
第
８

期
計
画
の
中
で
も
策
定
し
て
い

き
ま
す
が
、
今
期
計
画
中
で
も
、

同
一
施
設
内
で
の
増
床
等
可
能

な
施
設
の
有
無
な
ど
も
把
握
し

な
が
ら
、
柔
軟
な
対
応
を
し
て

い
く
こ
と
は
可
能
な
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

掲
載
以
外
の
質
問
項
目

◆
在
宅
医
療
・
介
護
（
３
６
５

日
24
時
間
対
応
）
体
制
の
構
築

◆
当
市
の
待
機
児
童
は
解
消
さ

れ
る
の
か

◆
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化

に
つ
い
て

理
と
な
る
振
興
条
例
は
、
各
関

係
者
の
役
割
を
明
確
に
し
、
総

合
的
な
支
援
を
図
る
上
で
必
要

で
あ
り
、
事
業
者
、
関
連
団
体

の
意
見
も
踏
ま
え
て
、
平
成
31

年
度
中
に
条
例
を
制
定
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

議
員　

乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー

の
利
用
者
は
年
々
増
加
し
て

い
ま
す
。
限
ら
れ
た
場
所
だ

け
で
な
く
、
せ
め
て
市
内
の

病
院
は
何
処
で
も
行
け
る
よ

う
に
し
て
欲
し
い
と
思
い
ま

す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

市
民
生
活
部
長　

市
民
の
皆

様
か
ら
様
々
な
ご
要
望
を
い

た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
目
的

地
を
増
や
す
こ
と
に
よ
り
、

山

宮

留
美
子

議
員

２
０
２
２
年
の
成
人
式
に
つ
い
て

　

「
介
護
難
民
」
を
出
す
な
！
（
第
12
弾
）

　
　
　
　
　

―
解
消
ど
こ
ろ
か
急
増
す
る
特
養
待
機
―

　

乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
の

　
　
　
　
　

行
き
先
拡
充
に
つ
い
て　
　

一
般
の
タ
ク
シ
ー
事
業
者
へ

の
影
響
と
い
う
懸
念
も
あ
る

こ
と
か
ら
、
今
後
も
慎
重
に

検
討
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

議
員　

２
０
２
３
年
１
月
に

予
定
さ
れ
て
い
る
成
人
式
は

18
歳
、
19
歳
、
20
歳
の
方
々

が
一
堂
に
成
人
式
を
迎
え
ま

す
。
課
題
が
た
く
さ
ん
見
え

て
き
ま
す
。
今
か
ら
市
民
に

周
知
が
必
要
な
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

教
育
部
長　

こ
の
時
期
は
対

象
者
の
大
半
が
高
校
３
年
生

で
あ
る
こ
と
、
成
人
式
の
開

催
時
期
を
例
年
ど
お
り
１
月

と
し
た
場
合
、
受
験
や
就
職

を
控
え
た
重
要
な
時
期
に
重

な
り
、
保
護
者
の
立
場
か
ら

す
る
と
進
学
の
経
済
的
負
担

や
、
様
々
な
負
担
が
重
な
る

こ
と
も
考
え
、
市
と
し
て
は

こ
の
よ
う
な
状
況
を
考
慮
し

な
が
ら
、
開
催
時
期
を
含
む

今
後
の
成
人
式
の
あ
り
方
を

検
討
し
、
な
る
べ
く
早
く
市

の
方
針
を
決
定
し
、
市
民
の

皆
様
に
お
知
ら
せ
し
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

掲
載
以
外
の
質
問
項
目

◆
防
災
行
政
無
線
の
デ
ジ
タ

ル
化
に
つ
い
て

新
保
健
福
祉
施
設
の
早
期
建
設
を
求
め
る

議
員　

保
健
セ
ン
タ
ー
の
現

状
を
伺
い
ま
す
。

健
康
づ
く
り
推
進
部
長　

築

37
年
、
玄
関
ロ
ビ
ー
が
中
央
に

あ
り
、
健
診
時
は
玄
関
付
近

で
混
雑
、
待
合
場
所
も
狭
く
、

廊
下
、
屋
外
ま
で
あ
ふ
れ
て
し

ま
い
ま
す
。
職
員
は
31
名
で
、

事
務
室
が
手
狭
で
す
。

議
員　

新
保
健
福
祉
施
設
の

建
替
え
は
、
平
成
28
年
に
基

本
設
計
に
入
る
計
画
が
、
３
年

延
期
さ
れ
、
平
成
31
年
で
ま
た

２
年
延
期
さ
れ
ま
し
た
。
い
つ

完
成
す
る
の
で
す
か
。
計
画
の

見
直
し
を
求
め
ま
す
。

市
長
公
室
長　

他
の
大
規
模

事
業
と
の
財
政
負
担
の
平
準

化
や
財
源
の
確
保
を
図
り
、

２
０
２
１
年
基
本
設
計
に
入

り
、
完
成
は
４
年
後
と
な
り
ま

す
。

新
規
就
農
者
経
営
支
援
制
度
に
つ
い
て

議
員　

前
議
会
で
も
要
望
し

た
市
独
自
の
新
規
就
農
者
支

援
制
度
に
つ
い
て
、
平
成
31
年

度
予
算
の
内
容
を
伺
い
ま
す
。

産
業
経
済
部
長　

国
の
制
度

を
、
年
齢
や
親
元
就
農
、
交
付

期
間
な
ど
を
緩
和
、
補
完
す
る

内
容
で
創
設
し
ま
す
。

▲乗り合いタクシーの
　行き先拡充を！



（７）市議会だより 189 号

一　
　

般　
　

質　
　

問

　

一
般
質
問
の
記
事
は
、
各
議
員
が
書
い
て
い
ま
す

議
員　

当
市
の
ご
み
減
量
の
現

状
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

産
業
経
済
部
長　

一
人
当
た
り

の
排
出
量
は
年
々
微
減
と
い
う

状
況
で
す
。
市
民
の
皆
様
の
ご

協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
取
り

組
ん
で
い
ま
す
が
、
成
果
を
上

げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
で

す
。

議
員　

具
体
的
な
取
り
組
み
が

必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
以
前

提
案
を
し
ま
し
た
燃
や
す
ご
み

袋
の
中
袋
を
作
っ
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

産
業
経
済
部
長　

中
袋
に
つ
い

て
、
市
民
の
皆
様
の
ニ
ー
ズ
や

取
り
組
ん
で
い
る
自
治
体
の
事

例
を
研
究
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

中
袋
の
製
造
は
検
討
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

議
員　

燃
や
す
ご
み
袋
の
中
袋

は
市
民
の
皆
様
か
ら
要
望
が
あ

り
ま
す
。
ご
み
減
量
に
も
つ
な

が
る
と
思
い
ま
す
の
で
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

　

食
品
ロ
ス
の
取
り
組
み
に

つ
い
て
伺
い
ま
す
。
家
庭
系

は
年
々
減
少
傾
向
に
あ
り
ま

議
員　

言
葉
・
心
・
親
子
を

繋
ぐ
親
守
詩
茨
城
県
大
会
に

参
加
し
て
は
い
か
が
で
す
か
。

教
育
部
長　

親
守
詩
の
参
加

も
含
め
、
家
庭
教
育
の
充
実

に
向
け
効
果
的
な
取
り
組
み

方
法
を
考
え
て
い
き
ま
す
。

　

親
守
詩
（
お
や
も
り
う
た
）
に
つ
い
て

ご
み
減
量
に
つ
い
て

　

深

沢

幸

子

議
員

　

久
米
原

孝

子

議
員

　

発
達
障
が
い
（
発
達
性
協
調
運
動
障
害
）
に
つ
い
て

　

札

野

章

俊

議
員

議
員　

市
と
し
て
、
児
童
虐
待

を
防
止
し
、
未
然
に
防
ぐ
体
制

は
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

福
祉
部
長　

警
察
署
、
児
童
相

談
所
、
民
生
委
員
、
児
童
委

員
、
教
育
セ
ン
タ
ー
な
ど
を
メ

ン
バ
ー
と
す
る
、
龍
ケ
崎
市
子

ど
も
を
守
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会

議
を
組
織
し
、
そ
の
家
庭
の
状

況
に
応
じ
適
切
な
支
援
に
努
め

て
い
ま
す
。

　

教
育
現
場
で
は
、
日
々
の
児

童
の
様
子
を
観
察
し
、
ま
た
、

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
や
龍

の
子
さ
わ
や
か
相
談
員
を
全
校

に
配
置
し
、
児
童
と
の
相
談
体

制
の
整
備
を
図
っ
て
い
ま
す
。

議
員　

当
市
で
は
、
教
育
現
場
、

児
童
相
談
所
、
警
察
と
の
連
携

強
化
を
図
る
た
め
、
ど
の
よ
う

な
こ
と
を
行
っ
て
い
ま
す
か
。

福
祉
部
長　

支
援
を
必
要
と
す

る
児
童
に
つ
い
て
は
、
龍
ケ
崎

市
子
ど
も
を
守
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
会
議
に
お
い
て
、
隔
月
、
実

務
者
会
議
を
開
催
し
、
児
童
相

談
所
や
教
育
セ
ン
タ
ー
、
市
所

管
課
間
で
、
情
報
の
共
有
化
を

　

児
童
虐
待
防
止
に
つ
い
て

図
っ
て
い
ま
す
。

議
員　

き
め
細
か
い
虐
待
防
止

の
取
り
組
み
の
た
め
、
現
場
の

声
を
聞
き
、
市
独
自
の
条
例
を

つ
く
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
で
す
か
。

福
祉
部
長　

茨
城
県
子
ど
も
を

虐
待
か
ら
守
る
条
例
が
、
４
月

か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。
ま
ず
は
、

こ
の
条
例
の
基
本
理
念
を
踏
ま

え
、
関
係
機
関
と
連
携
を
強
化

し
、
児
童
虐
待
防
止
に
つ
い
て

取
り
組
ん
で
い
く
考
え
で
す
。

議
員　

親
た
ち
を
巻
き
込
ん
だ

虐
待
防
止
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

や
、
子
育
て
に
関
す
る
教
育
が

必
要
で
は
な
い
で
す
か
。

福
祉
部
長　

児
童
虐
待
に
関
す

る
認
識
を
、
よ
り
多
く
の
方
々

に
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
の
啓

発
や
、
家
庭
児
童
相
談
室
や
子

育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

な
ど
の
相
談
窓
口
を
周
知
し
て

い
く
考
え
で
す
。
緊
急
通
報
先

１
８
９
（
い
ち
は
や
く
）
を
周

知
し
、
児
童
虐
待
防
止
問
題
に

対
す
る
深
い
関
心
と
理
解
を
得

ら
れ
る
よ
う
努
め
ま
す
。

す
が
、
事
業
系
は
増
加
傾
向
に

あ
り
ま
す
。
食
品
ロ
ス
を
削
減

す
る
こ
と
は
、
環
境
面
や
処
分

費
を
考
え
て
も
有
効
な
手
段
で

す
。
食
品
ロ
ス
か
ら
発
生
す
る

ご
み
を
減
ら
す
今
後
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

産
業
経
済
部
長　

飲
食
店
な
ど

に
対
す
る
食
品
ロ
ス
削
減
に
取

り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

議
員　

事
業
系
の
方
へ
の
具
体

的
な
取
り
組
み
を
お
願
い
し
ま

す
。
ま
た
、
小
さ
い
頃
か
ら
食

べ
物
の
大
切
さ
を
教
え
る
こ
と

は
大
切
で
す
。
食
育
環
境
教
育

の
取
り
組
み
も
お
願
い
し
ま

す
。

掲
載
以
外
の
質
問
項
目

◆
子
育
て
支
援
に
つ
い
て

◆
学
習
環
境
の
整
備
に
つ
い
て

議
員　

発
達
性
協
調
運
動
障

害
は
、
認
知
度
が
低
い
。
教

職
員
が
作
業
療
法
士
等
か
ら

知
識
、
対
応
を
学
ば
れ
て
は

い
か
が
で
す
か
。

教
育
部
長　

必
要
に
応
じ
て

当
該
研
修
を
組
み
入
れ
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

消
費
税
率
引
き
上
げ
及
び
軽
減
税
率
に
つ
い
て

議
員　

消
費
税
引
き
上
げ
時

に
、
消
費
税
増
収
分
を
活
用
し

た
全
世
帯
型
社
会
保
障
は
、
子

ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
必
要
な

人
に
支
援
が
行
き
渡
り
、
誰
も

置
き
去
り
に
し
な
い
社
会
保
障

で
す
。
そ
の
中
で
公
明
党
が
力

強
く
推
進
し
た
軽
減
税
率
、
消

費
税
引
き
上
げ
後
の
負
担
軽
減

策
、
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
の
市

の
対
応
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

福
祉
部
長　

関
係
各
課
と
実

施
に
向
け
た
協
議
を
行
っ
て

い
ま
す
。

議
員　

補
助
対
象
期
間
が

今
年
９
月
30
日
ま
で
の
、
複

数
税
率
対
応
レ
ジ
補
助
金
の

周
知
徹
底
を
お
願
い
し
ま
す
。

産
業
経
済
部
長　

中
小
企
業
・

小
規
模
事
業
者
等
に
有
効
な

支
援
な
の
で
、
積
極
的
に
周

知
し
ま
す
。

▲「親守詩」…親と子の
　心を繋ぐ詩

▲食品ロス削減を！



市議会だより 189 号（８）

一　
　

般　
　

質　
　

問

　

一
般
質
問
の
記
事
は
、
各
議
員
が
書
い
て
い
ま
す

　

後 

藤 

光 

秀 

議
員

　

大 

竹 

　

 

昇 

議
員

　

新
し
い
農
業
に
つ
い
て

議
員　

新
し
い
農
業
へ
の
挑

戦
と
し
て
、
水
稲
・
畑
作
面

積
、
荒
廃
農
地
面
積
、
山
林
・

竹
林
の
面
積
を
伺
い
ま
す
。

産
業
経
済
部
長　

平
成
30
年

４
月
現
在
、
田
が
２
４
１
４

㏊
、
畑
が
９
６
１
㏊
、
荒
廃

農
地
が
１
３
３
・
６
㏊
、
山

林
・
竹
林
が
６
５
９
㏊
で
す
。

議
員　

ス
マ
ー
ト
農
業
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
利
用
技
術
の
一
つ

で
あ
る
竹
林
を
活
用
し
て
い

る
実
例
、
及
び
国
・
県
・
市

の
支
援
策
等
を
伺
い
ま
す
。

産
業
経
済
部
長　

淡
路
市
で

は
、
竹
チ
ッ
プ
バ
イ
オ
マ
ス

温
水
ボ
イ
ラ
ー
が
、
市
内
の

福
祉
施
設
、
園
芸
施
設
、
工

場
、
温
浴
施
設
に
導
入
さ
れ
、

重
油
使
用
量
の
減
少
、
二
酸

化
炭
素
の
削
減
に
寄
与
し
、

支
援
制
度
と
し
て
、
環
境
省

の
二
酸
化
炭
素
排
出
抑
制
対

策
事
業
費
等
補
助
金
等
の
ほ

か
、
岐
阜
県
や
高
知
県
で
は
、

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
利
用
施
設

導
入
促
進
事
業
補
助
金
や
、

木
質
資
源
利
用
促
進
事
業 

補
助
金
な
ど
、
独
自
の
支
援

制
度
を
設
け
て
い
る
自
治
体

も
あ
り
ま
す
。

議
員　

放
置
山
林
・
竹
林
の

間
伐
採
や
竹
チ
ッ
プ
の
資
源

利
活
用
の
オ
ラ
ン
ダ
型
ス

マ
ー
ト
農
業
の
誘
致
に
関
し

て
、
市
の
考
え
方
を
伺
い
ま

す
。

副
市
長　

Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ
経

営
研
究
所
に
よ
る
と
、
日
本

の
市
場
規
模
は
２
０
２
０
年

度
３
０
０
憶
円
と
予
想
さ
れ

て
い
ま
す
。
オ
ラ
ン
ダ
型
の

ス
マ
ー
ト
農
業
か
ら
は
、
作

業
の
効
率
化
、
低
コ
ス
ト
の

技
術
、
経
営
の
ノ
ウ
ハ
ウ
等

を
学
び
、
当
市
の
特
性
を
踏

ま
え
た
ス
マ
ー
ト
農
業
を
目

指
す
こ
と
が
肝
要
と
考
え
ま

す
。

掲
載
以
外
の
質
問
項
目

◆
サ
プ
ラ
周
辺
の
商
業
地
の

活
性
化
に
つ
い
て

◆
住
居
表
示
の
変
更
と
中
心

市
街
地
の
観
光
地
と
し
て
の

活
性
化
に
向
け
て

議
員　

当
市
の
学
校
も
ト
イ

レ
の
洋
式
化
が
進
め
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
聞
く
と
こ
ろ
に

よ
る
と
、
学
校
で
は
和
式
ト

イ
レ
の
方
が
使
わ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
ど

う
い
う
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
と

言
い
ま
す
と
、
洋
式
ト
イ
レ

は
座
る
と
冷
た
い
か
ら
、
和

式
ト
イ
レ
を
使
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
ら
し
い
で
す
。

　

家
庭
の
洋
式
ト
イ
レ
は
、

ほ
と
ん
ど
が
暖
房
便
座
で

ウ
ォ
シ
ュ
レ
ッ
ト
が
つ
い
て

い
ま
す
の
で
冷
た
く
感
じ
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
学

校
の
ト
イ
レ
に
は
こ
の
よ
う

な
機
能
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

要
望
に
も
な
り
ま
す
が
、

今
後
ト
イ
レ
の
洋
式
化
を
進

め
て
い
く
際
に
は
、
暖
房
便

座
機
能
が
付
い
た
洋
式
ト
イ

レ
に
し
て
は
い
か
が
で
す

か
。

教
育
部
長　

ご
指
摘
の
暖
房

便
座
に
つ
い
て
は
、
学
校
に

お
い
て
は
普
及
途
上
に
あ
り

ま
す
が
、
今
後
、
学
校
施
設 

　

小
・
中
学
校
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　

ト
イ
レ
の
洋
式
化
に
つ
い
て

　

滝 

沢 

健 

一 

議
員

　

龍
ケ
崎
Ｆ
Ｍ
ラ
ジ
オ
開
局
に
つ
い
て

議
員　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ラ
ジ

オ
は
情
報
発
信
の
み
な
ら
ず

災
害
時
に
も
強
み
が
あ
る
。

当
市
で
開
局
す
る
場
合
の
効

果
、
メ
リ
ッ
ト
や
課
題
、
条

件
整
備
を
伺
い
ま
す
。

市
長
公
室
長　

地
域
密
着
型

メ
デ
ィ
ア
の
特
性
を
生
か
し
、

即
時
伝
達
が
必
要
な
臨
時
情

報
や
イ
ベ
ン
ト
情
報
等
を
リ

ア
ル
タ
イ
ム
で
発
信
で
き
る

こ
と
、
市
民
や
地
元
企
業
が

放
送
や
制
作
に
参
加
で
き
る

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
性
化
、
災

害
時
に
お
い
て
難
聴
地
域
へ

の
手
段
と
し
て
期
待
で
き
る
。

課
題
は
運
営
方
法
の
問
題
、 

開
局
や
運
営
に
必
要
な
経
費
で

す
。
総
務
省
調
査
で
は
、
放
送

局
の
４
割
が
赤
字
、
三
百
を
超

え
る
放
送
局
の
う
ち
二
十
数
局

が
廃
止
に
至
っ
て
い
ま
す
。

議
員　

魅
力
も
期
待
も
十
分
認

識
し
て
い
る
と
伺
え
ま
す
。
音

楽
協
会
や
文
化
協
会
を
は
じ
め

当
市
に
は
市
民
活
動
団
体
も
多

い
。
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
で
い

か
に
費
用
を
抑
え
て
市
民
サ
ー

ビ
ス
を
や
る
か
。
ス
タ
ジ
オ
設

備
や
機
材
な
ど
当
然
か
か
る
も

の
は
あ
り
ま
す
が
、
例
え
４
割

が
赤
字
だ
と
し
て
も
６
割
は
黒

字
だ
と
い
う
こ
と
に
目
を
向
け

て
ほ
し
い
。

　

出
し
山
、
野
原
町
の
安
全
対
策
に
つ
い
て

議
員　

野
原
町
コ
ス
モ
ス
タ

ン
ド
か
ら
東
側
へ
進
ん
だ
一

つ
目
の
交
差
点
で
は
、
過
去

に
大
き
な
交
通
事
故
が
あ
り

ま
し
た
。
地
元
の
声
で
あ
る
、

横
断
歩
道
設
置
の
要
望
を
再

検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

市
民
生
活
部
長　

警
察
署
に 

確
認
し
た
と
こ
ろ
、
信
号
機
の

あ
る
交
差
点
と
距
離
が
近
い
た

め
横
断
歩
道
を
新
規
に
設
置
で

き
な
い
が
、
少
し
東
側
へ
離
れ

た
位
置
で
あ
れ
ば
再
検
討
で
き

る
と
伺
い
ま
し
た
。
新
た
な
設

置
場
所
を
ご
検
討
の
上
、
交
通

防
犯
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

の
老
朽
化
に
伴
う
大
規
模
な

改
修
等
の
機
会
を
捉
え
た

改
善
に
加
え
、
そ
の
ほ
か
の

機
会
に
お
い
て
も
改
善
が

図
れ
な
い
か
検
討
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

議
員　

せ
っ
か
く
洋
式
ト
イ

レ
に
し
て
も
、
使
わ
な
い

こ
と
に
お
金
を
か
け
る
の
で

は
、
や
っ
ぱ
り
お
金
が
生
き

て
き
ま
せ
ん
の
で
、
で
き
る

限
り
子
ど
も
た
ち
が
求
め
て

い
る
こ
と
を
、
教
育
委
員
会

サ
イ
ド
で
も
導
入
に
向
け
て

検
討
い
た
だ
き
た
い
。

　

普
通
教
室
に
エ
ア
コ
ン
を

導
入
す
る
際
に
も
、
今
ま
で

エ
ア
コ
ン
な
ん
か
な
か
っ
た

ん
だ
か
ら
要
ら
な
い
よ
、
と

い
う
声
も
聞
き
ま
し
た
が
、

そ
れ
が
今
で
は
特
別
教
室
に

ま
で
エ
ア
コ
ン
が
設
置
さ
れ

る
時
代
で
す
。

　

ト
イ
レ
は
毎
日
使
う
も
の

で
す
か
ら
、
次
は
ト
イ
レ
の

利
便
性
を
向
上
い
た
だ
く
よ

う
要
望
い
た
し
ま
す
。
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一　
　

般　
　

質　
　

問

　

一
般
質
問
の
記
事
は
、
各
議
員
が
書
い
て
い
ま
す

議
員　

「
わ
く
わ
く
楽
し
い
龍

ケ
崎
」
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い

と
い
う
思
い
で
、
こ
の
４
年
間

一
般
質
問
を
行
っ
て
き
ま
し

た
。
今
回
は
利
便
性
と
い
う
観

点
か
ら
、
交
通
動
線
に
つ
い
て

質
問
を
し
て
い
き
ま
す
。

　

今
後
も
続
く
と
予
想
さ
れ
る

車
社
会
と
い
う
点
か
ら
み
る

と
、
市
内
で
も
交
通
量
が
多
く
、

渋
滞
す
る
場
所
が
い
く
つ
か
あ

る
と
思
い
ま
す
。
今
あ
る
交
通

動
線
を
効
率
よ
く
利
活
用
す
る

た
め
に
、
交
通
量
な
ど
の
デ
ー

タ
な
ど
が
な
い
と
、
今
後
の
対

応
等
も
立
て
ら
れ
な
い
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
交
通

量
の
調
査
デ
ー
タ
な
ど
は
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。

都
市
整
備
部
長　

交
通
量
調
査

に
つ
き
ま
し
て
は
、
市
独
自
で

の
調
査
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
潮
来
街
道
と
県
道
美

浦
栄
線
が
交
差
す
る
半
田
町
の

交
差
点
に
つ
い
て
は
、
地
元
か

ら
の
要
望
を
受
け
、
県
職
員
と

市
職
員
に
よ
る
状
況
確
認
を

行
っ
て
お
り
、
交
差
点
改
良
を

議
員　

牛
久
沼
の
護
岸
工
事

は
、
軟
弱
地
盤
が
見
つ
か
り
、

中
止
で
す
。
見
抜
け
な
か
っ

た
設
計
業
者
の
責
任
は
い
か

が
考
え
ま
す
か
。

市
長
公
室
長　

工
事
内
容
の

大
幅
な
変
更
が
必
要
と
な

り
、
市
・
県
・
設
計
業
者
と

修
正
設
計
協
議
を
進
め
て
い

ま
す
。
現
設
計
業
者
に
責
任

を
も
っ
て
修
正
設
計
を
さ
せ

て
い
ま
す
。

議
員　

開
設
時
期
は
ど
う
な

り
ま
す
か
。
ま
た
、
か
か
る

費
用
は
設
計
業
者
の
負
担
と

考
え
ま
す
が
、
い
か
が
で
す

か
。

市
長
公
室
長　

２
０
２
０
年

度
中
の
開
業
が
目
標
で
す
。

具
体
的
な
工
事
費
用
の
算
出

に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。

議
員　

現
在
で
も
約
17
億
円

か
か
り
ま
す
。
さ
ら
に
護
岸

工
事
の
追
加
費
用
が
あ
れ

ば
、
財
政
へ
の
影
響
が
出
ま

す
。
市
民
か
ら
も
「
道
の
駅
」

で
な
く
、
公
園
で
も
い
い
と

の
意
見
も
あ
り
ま
す
。
中
止

　

交
通
動
線
に
つ
い
て　

石

引

礼

穂

議
員

　

伊

藤

悦

子

議
員

　

「
道
の
駅
」
護
岸
工
事
中
止
の
責
任
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建
設
は
中
止
を　
　

　

都
市
計
画
の
抜
本
的
見
直
し
を

　

岡

部

賢

士

議
員

議
員　

佐
貫
駅
と
龍
ケ
崎
市
街

地
の
間
の
県
道
周
辺
等
の
未
開

発
エ
リ
ア
の
開
発
行
為
の
制
限

を
解
く
線
引
き
見
直
し
に
つ
い

て
見
解
を
。

都
市
整
備
部
長　

建
設
的
な
提

案
だ
が
、
ま
ず
は
既
存
市
街
地

の
都
市
機
能
充
実
、
人
口
定
着

を
図
る
事
が
重
要
と
考
え
る
。

議
員　

佐
貫
駅
近
く
に
あ
れ
だ

け
未
開
発
エ
リ
ア
が
あ
る
当
市

は
、
ま
だ
ま
だ
伸
び
代
が
あ
る
。

人
口
減
少
を
仕
方
な
い
事
と
諦

め
ず
、
人
口
増
加
を
目
指
そ
う

と
い
う
意
気
込
み
が
欲
し
い
！

を
求
め
ま
す
。

市
長　

護
岸
工
事
に
関
し

て
は
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

会
社
だ
け
に
責
め
を
帰
す
だ

け
で
な
く
、
発
注
者
側
と
し

て
重
く
受
け
止
め
、
反
省
し

て
い
ま
す
。
水
防
災
の
観
点

か
ら
も
護
岸
工
事
は
大
切
で

あ
り
、
費
用
負
担
が
、
大
幅

に
膨
ら
む
こ
と
の
な
い
よ
う

に
、
護
岸
を
行
い
、「
道
の
駅
」

整
備
を
進
め
ま
す
。

議
員

25
メ
ー
ト
ル
下
ま
で

い
か
な
い
と
、
き
ち
ん
と
し

た
岩
盤
が
な
い
と
い
い
ま

す
。
中
止
す
べ
き
で
す
。

掲
載
以
外
の
質
問
項
目

◆
市
民
の
命
と
健
康
を
守
る

国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て

◆
よ
り
よ
い
保
育
行
政
に
つ

い
て

◆
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
、
乗

り
合
い
タ
ク
シ
ー
な
ど
の
移

動
手
段
の
充
実
、
料
金
の
据

え
置
き
に
つ
い
て

実
施
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に

茨
城
県
へ
要
望
を
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

議
員　

交
通
量
調
査
の
デ
ー
タ

等
を
活
用
し
て
、
今
後
の
道
路

計
画
を
立
て
て
、
そ
れ
を
市
民

の
方
々
や
、
こ
れ
か
ら
市
民
と

な
ら
れ
る
可
能
性
の
あ
る
方
々

に
発
信
し
て
共
有
し
て
い
き
、

龍
ケ
崎
の
未
来
は
こ
ん
な
感
じ

に
な
り
ま
す
よ
！
も
っ
と
住
み

や
す
く
な
り
ま
す
よ
！
と
思
っ

て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
て
い
か

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま

す
。
デ
ー
タ
が
な
く
て
、
や
み

く
も
に
道
路
計
画
を
行
う
の
は

非
常
に
ま
ず
い
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
し
、
ニ
ー
ズ
と
の
ミ
ス

マ
ッ
チ
を
起
こ
し
て
無
駄
な
投

資
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ど

う
す
れ
ば
龍
ケ
崎
は
も
っ
と
住

み
よ
く
な
る
の
か
、
交
通
動
線

の
面
か
ら
も
ぜ
ひ
考
え
て
い
っ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

掲
載
以
外
の
質
問
項
目

◆
情
報
発
信
に
つ
い
て

　

龍
ケ
崎
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
は
広
域
の
視
点
に
大
き

く
欠
け
る
。
近
隣
自
治
体
と
連

携
し
た
取
り
組
み
と
、
そ
れ
に

合
わ
せ
た
計
画
の
見
直
し
に
つ

い
て
の
見
解
を
。

都
市
整
備
部
長　

県
や
近
隣
自

治
体
の
都
市
計
画
等
を
踏
ま
え

可
能
性
を
研
究
し
た
い
。

議
員　

コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ

く
り
よ
り
先
に
、
公
共
交
通
網

の
拡
充
が
必
要
で
は
？

市
民
生
活
部
長　

コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
バ
ス
大
幅
再
編
等
、
利
便

性
向
上
に
取
り
組
む
。

　

市
民
参
加
の
ま
ち
づ
く
り

議
員　

市
民
の
方
か
ら
若
者
の

考
え
、
声
が
届
き
づ
ら
い
と
い

う
趣
旨
の
意
見
を
い
た
だ
い

た
。
若
者
の
市
民
参
加
に
つ
い

て
当
市
の
認
識
は
？

市
民
生
活
部
長　

市
民
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
結
果
で
は
、
若
者

世
代
の
方
が
市
民
参
加
に
対
す

る
意
識
は
高
い
。

議
員　

ア
ン
ケ
ー
ト
回
収
率
は

若
者
世
代
が
極
端
に
低
い
。
こ

れ
は
関
心
の
低
さ
の
表
れ
で

は
。
市
政
や
地
域
へ
の
関
心
を

高
め
る
事
が
大
切
。

▲若者が政策提案や
　発言できる取り組
　みを！



一　
　

般　
　

質　
　

問

　

一
般
質
問
の
記
事
は
、
各
議
員
が
書
い
て
い
ま
す

議
員　

１
０
０
年
先
に
つ
な
が

る
「
牛
久
沼
感
幸
地
構
想
」
と

し
て
、
「
観
光
地
」
か
ら
「
感

幸
地
」
（
幸
せ
を
感
じ
る
地
）

に
し
た
い
。
「
一
日
24
時
間
、

３
６
５
日
」
、
「
平
日
、
日
曜
、

祝
日
」
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
憩

い
の
場
と
し
て
、
「
牛
久
沼
」

を
利
活
用
し
た
い
と
進
め
て
い

る
。
「
感
幸
地
構
想
」
を
読
む

と
、
「
構
想
」
の
中
核
は
、
１

０
０
年
か
け
て
「
牛
久
沼
の
自

然
環
境
を
創
る
」
で
あ
る
が
、

１
０
０
年
、
２
０
０
年
か
け
て

で
き
た
、
今
の
自
然
環
境
を
、

今
後
１
０
０
年
か
け
て
、
ど
の

よ
う
に
自
然
環
境
を
創
る
の
で

す
か
。

市
長　

「
自
然
を
創
る
」
と
い

う
言
葉
そ
の
も
の
が
、
お
こ
が

ま
し
い
と
い
う
よ
う
な
印
象
を

受
け
ま
す
。
北
山
創
造
研
究
所

の
１
０
０
年
先
を
考
え
て
い
こ

う
と
い
う
気
概
を
、
こ
の
「
感

幸
地
構
想
」
か
ら
感
じ
取
っ
て

ほ
し
い
。

議
員　

気
概
の
「
感
幸
地
構
想
」

で
す
か
。
気
概
で
す
ね
。
牛
久

議
員　

昨
年
度
の
当
市
の
虐
待

認
知
件
数
は
59
件
、
単
純
に
言

え
ば
、
家
庭
児
童
相
談
員
１
人

当
た
り
30
件
の
事
案
を
抱
え
て

い
る
計
算
で
す
。
多
く
の
虐
待

事
案
に
対
し
て
、
現
状
の
体
制

で
人
員
は
足
り
て
い
ま
す
か
。

福
祉
部
長　

児
童
虐
待
に
対
応

す
る
た
め
、
こ
ど
も
家
庭
課
に

家
庭
児
童
相
談
員
２
名
を
配
置

し
て
お
り
、
業
務
は
兼
任
で
す

が
２
名
の
担
当
職
員
と
連
携
し

な
が
ら
相
談
業
務
等
に
当
た
っ

て
い
ま
す
。

　

児
童
虐
待
は
新
規
事
案
だ

け
で
な
く
複
数
年
の
対
応
も

　

牛
久
沼
「
感
幸
地
構
想
」
に
疑
問
？

大

野

誠
一
郎

議
員

　

後

藤

敦

志

議
員

　

児
童
虐
待
対
応
、
市
の
組
織
体
制
強
化
を

　

早
期
に
市
民
霊
園
の
開
園
を
！

　

椎

塚

俊

裕

議
員

議
員　

龍
ケ
崎
市
霊
園
基

本
構
想
を
作
成
し
て
３
年
、

昨
年
の
質
問
か
ら
１
年
、

市
営
霊
園
開
設
に
向
け
た

進
捗
状
況
を
伺
い
ま
す
。

産
業
経
済
部
長　

当
市
の

霊
園
基
本
構
想
を
策
定
し

ま
し
た
平
成
28
年
３
月
以

降
、
市
営
霊
園
の
事
業
化

を
進
め
る
た
め
に
候
補
地

と
な
り
得
る
よ
う
な
土
地

を
所
有
す
る
方
な
ど
に
、

霊
園
事
業
に
つ
い
て
ご
説

明
し
、
協
力
を
求
め
て
き

ま
し
た
。

　

現
在
、
市
営
霊
園
の
具

体
的
な
候
補
地
を
選
定
で

き
る
よ
う
、
所
管
課
に
お

い
て
調
査
や
折
衝
を
行
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

議
員　

今
後
に
向
け
た
展

開
方
策
と
課
題
に
つ
い
て
、

市
長
の
見
解
を
伺
い
ま
す
。

市
長　

新
し
い
市
民
霊
園

が
で
き
ま
す
の
で
、
も
う

し
ば
ら
く
お
待
ち
く
だ
さ

い
と
言
え
る
よ
う
に
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

あ
り
、
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い

ま
す
。
ま
た
、
職
員
は
専
門
知

識
も
必
要
で
す
し
、
事
案
に

よ
っ
て
は
夜
間
対
応
す
る
な

ど
、
時
間
外
勤
務
が
非
常
に
増

え
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ

と
か
ら
も
、
組
織
体
制
強
化
の

検
討
を
し
て
い
く
必
要
は
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。

議
員　

人
員
不
足
に
よ
っ
て
、

Ｓ
Ｏ
Ｓ
を
受
け
て
い
た
に
も
関

わ
ら
ず
、
救
え
る
は
ず
だ
っ
た

命
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
絶

対
に
あ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

人
員
を
含
め
て
し
っ
か
り
と
体

制
強
化
を
図
っ
て
く
だ
さ
い
。

沼
の
自
然
環
境
に
は
最
小
限
、

手
を
加
え
な
い
で
い
た
だ
き
た

い
。
「
構
想
」
の
中
で
欠
落
し

て
い
る
の
が
、
「
白
鳥
」
の
保

護
拡
充
、
「
コ
イ
、
ふ
な
、
ウ

ナ
ギ
、
わ
か
さ
ぎ
」
等
の
水
産

資
源
の
保
護
拡
充
で
す
。
こ
れ

ら
は
、
ど
の
よ
う
に
取
り
組
む

の
で
す
か
。

産
業
経
済
部
長　

水
産
資
源
の

保
護
を
目
的
に
稚
魚
の
放
流
、

今
年
度
か
ら
は
、
ワ
カ
サ
ギ
の

ふ
化
の
放
流
を
行
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
か
ら
も
支
援
を
行
っ

て
い
き
た
い
。
「
白
鳥
」
に
つ

い
て
は
、
「
道
の
駅
」
周
辺
に

白
鳥
と
触
れ
合
え
る
ス
ペ
ー
ス

や
、
白
鳥
の
子
育
て
を
見
守
れ

る
よ
う
な
環
境
整
備
を
検
討
し

て
い
き
た
い
。

議
員　

龍
ケ
崎
の
名
産
、
物
産

は
少
な
い
。
牛
久
沼
の
水
産
資

源
を
水
産
、
物
産
に
し
て
ほ
し

い
。
白
鳥
に
つ
い
て
は
、
コ
ブ

ハ
ク
チ
ョ
ウ
の
保
護
拡
充
は
勿

論
の
こ
と
、
シ
ベ
リ
ア
か
ら
の

「
白
鳥
の
飛
来
地
」
と
な
る
牛

久
沼
に
し
て
ほ
し
い
。

そ
の
点
は
、
議
員
の
皆
様

の
ご
理
解
、
ご
協
力
を
い

た
だ
き
な
が
ら
進
め
て
い

き
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

議
員　

継
承
者
が
故
人
を

身
近
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
、
将
来
的

に
も
無
縁
墓
等
の
問
題
は

永
久
に
解
決
し
な
い
と
思

い
ま
す
。
死
ん
だ
後
も
後

継
ぎ
や
家
族
の
有
無
な
ど

で
差
別
せ
ず
、
公
平
に
弔

わ
れ
る
合
葬
墓
を
行
政
の

責
任
で
確
保
す
る
べ
き
だ

と
思
い
ま
す
。
お
墓
の
姿
、

ス
タ
イ
ル
は
今
後
大
き
く

変
化
し
て
い
く
も
の
だ
と

思
い
ま
す
。
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福
祉
有
償
運
送
に
補
助
を

議
員　

営
利
に
至
ら
な
い
範
囲

の
料
金
で
行
わ
れ
て
い
る
福
祉

有
償
運
送
事
業
。
事
業
継
続
が

運
営
経
費
的
に
困
難
で
あ
る
こ

と
が
課
題
で
す
。
そ
こ
で
、
継

続
し
て
円
滑
に
運
営
で
き
る
よ

う
に
、
運
行
事
業
者
に
対
し
て

新
た
な
補
助
制
度
創
設
を
検
討

し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

福
祉
部
長　

補
助
制
度
に
つ
い

て
は
、
福
祉
タ
ク
シ
ー
や
移
動

支
援
な
ど
を
提
供
し
て
い
る
事

業
者
、
タ
ク
シ
ー
業
者
と
の
公

平
性
の
観
点
か
ら
、
補
助
制
度

導
入
に
つ
い
て
は
慎
重
な
姿
勢

が
必
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

▲四季を感じ公園のような
　霊園の開園を目指して
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委
員
会

審
査
報
告

　

第
１
回
定
例
会
で
は
、
３
つ
の
常
任
委
員
会
と
予
算
審
査
特
別
委
員
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た　

　

委
員
長
報
告
の
一
部
を
掲
載
し
ま
す

総　
　

務

龍
ケ
崎
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て
ほ
か
、
議
案
５
件
、
報
告
１
件
に
つ
い

て
審
査
し
ま
し
た
。

龍
ケ
崎
市
職
員
の
修
学
部
分
休
業
及
び
高

齢
者
部
分
休
業
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て
、

ほ
か
２
案
件
に
つ
い
て
「
各
休
業
制
度
に
つ

い
て
、
近
隣
市
町
村
の
整
備
状
況
を
伺
い
ま

す
」
と
の
質
疑
に
対
し
、
「
土
浦
市
は
平
成

17
年
度
に
修
学
、
高
齢
者
部
分
休
業
を
、
牛

久
市
は
平
成
26
年
度
に
配
偶
者
同
行
休
業

を
、
つ
く
ば
市
は
平
成
17
年
度
に
修
学
、
高

齢
者
部
分
休
業
を
、
平
成
20
年
度
に
自
己
啓

発
等
休
業
を
、
平
成
30
年
度
に
配
偶
者
同
行

休
業
を
、
守
谷
市
は
平
成
17
年
度
に
修
学
、

高
齢
者
部
分
休
業
を
、
平
成
20
年
度
に
自
己

啓
発
等
休
業
を
、
平
成
29
年
度
に
配
偶
者
同

行
休
業
を
、
稲
敷
市
は
平
成
24
年
度
に
修
学
、

自
己
啓
発
等
部
分
休
業
を
、
平
成
30
年
に
配

偶
者
同
行
休
業
を
、
そ
れ
ぞ
れ
制
定
し
て
い

ま
す
。
取
手
市
、
か
す
み
が
う
ら
市
は
制
定

し
て
い
ま
せ
ん
」
と
の
答
弁
が
あ
り
、
採
決

の
結
果
、
い
ず
れ
も
全
員
異
議
な
く
了
承
し

ま
し
た
。

文
教
福
祉

環
境
生
活

予
算
審
査

龍
ケ
崎
市
特
定
健
康
診
査
等
実
施
条
例

の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
つ
い
て
ほ
か
、

議
案
７
件
、
報
告
３
件
、
請
願
１
件
に
つ

い
て
審
査
し
ま
し
た
。

　

平
成
30
年
度
龍
ケ
崎
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
７
号
）
の
所
管
事
項
、
家
庭
児

童
相
談
事
業
に
つ
い
て
「
相
談
件
数
が
増

え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
年

齢
層
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
」
と
の
質
疑
に

対
し
、
「
対
象
年
齢
は
、
基
本
的
に
は
児
童

福
祉
法
に
規
定
す
る
18
歳
ま
で
で
す
が
、

こ
れ
ま
で
か
か
わ
っ
て
い
た
児
童
に
つ
い

て
は
、
18
歳
を
超
え
て
も
相
談
を
継
続
し

て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
様
々
な
年

齢
を
対
象
と
し
た
相
談
が
あ
り
ま
す
が
、

小
さ
い
お
子
さ
ん
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は

相
談
時
間
が
長
く
な
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

特
に
、
虐
待
が
疑
わ
れ
る
ケ
ー
ス
に
つ
い

て
は
、
児
童
相
談
所
や
警
察
な
ど
と
連
携

し
て
対
応
し
て
お
り
、
一
時
保
護
が
必
要

と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
」
と
の
答
弁
が

あ
り
、
採
決
の
結
果
、
全
員
異
議
な
く
了

承
し
ま
し
た
。

　

龍
ケ
崎
市
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の

も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
ほ

か
、
議
案
４
件
、
請
願
１
件
、
陳
情
２
件

に
つ
い
て
審
査
し
ま
し
た
。

　

平
成
30
年
度
龍
ケ
崎
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
２
号
）
の
所
管
事
項
、
宅
地
耐

震
化
推
進
事
業
に
つ
い
て
「
委
託
料
の
大

規
模
盛
土
造
成
地
簡
易
地
盤
調
査
等
に
つ

い
て
、
調
査
内
容
、
調
査
期
間
、
ま
た
、

調
査
結
果
を
住
民
に
説
明
す
る
か
ど
う
か

に
つ
い
て
伺
い
ま
す
」
と
の
質
疑
に
対
し
、

「
簡
易
な
地
盤
調
査
と
し
て
、
地
盤
の
硬
さ

を
調
査
す
る
オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク
ラ
ム
サ
ウ

ン
デ
ィ
ン
グ
試
験
を
実
施
し
ま
す
。
大
規

模
盛
土
の
地
盤
の
調
査
を
行
い
、
さ
ら
に

調
査
す
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
定

し
ま
す
。
調
査
は
平
成
31
年
度
中
に
完
了

す
る
予
定
で
あ
り
、
調
査
の
結
果
、
特
に

地
盤
の
安
定
性
に
問
題
が
な
い
と
判
断
さ

れ
れ
ば
、
住
民
へ
調
査
結
果
を
公
表
す
る

こ
と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
」
と
の
答
弁
が

あ
り
、
採
決
の
結
果
、
全
員
異
議
な
く
了

承
し
ま
し
た
。

　

平
成
31
年
度
各
会
計
歳
入
歳
出
予
算
９

案
件
に
つ
い
て
審
査
し
ま
し
た
。

　

各
予
算
案
件
に
つ
い
て
、
総
務
委
員
会

所
管
、
文
教
福
祉
委
員
会
所
管
、
環
境
生

活
委
員
会
所
管
に
分
け
て
、
各
１
日
延
べ

３
日
間
、
執
行
部
か
ら
説
明
を
受
け
、
質

疑
を
行
い
ま
し
た
。

　

採
決
を
し
た
結
果
、
一
般
会
計
、
国
民

健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
、
後
期
高
齢
者

医
療
事
業
特
別
会
計
、
工
業
団
地
拡
張
事

業
特
別
会
計
の
４
議
案
に
つ
い
て
は
、
い

ず
れ
も
賛
成
多
数
で
了
承
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計
、

農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計
、
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
、
障
が
い
児
支
援
サ
ー

ビ
ス
事
業
特
別
会

計
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

事
業
特
別
会
計
の
５

議
案
に
つ
い
て
は
、

全
員
異
議
な
く
了
承

し
ま
し
た
。



「
議
会
だ
よ
り
」
に
対
す
る
ご
意

見
・
ご
要
望
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

電子メール　gikai@city.ryugasaki.ibaraki.jp
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報
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ケ
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市
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０

　
　
　

龍
ケ
崎
市
議
会

電

話　

６
０
―
１
５
６
６

Ｆ
Ａ
Ｘ

６
０
―
１
５
８
５　
　
　

委

員

長

副
委
員
長

委

員

委

員

委

員

委

員

大

竹　

昇

伊

藤

悦

子

岡

部

賢

士

札

野

章

俊

福

島

正

明

椎

塚

俊

裕

　

暖
か
な
日
差
し
や
、
春
の
花
の
明

る
い
彩
り
が
、
何
か
心
を
ほ
っ
と
さ

せ
て
く
れ
ま
す
。

　

３
月
定
例
議
会
は
、
任
期
最
後
の

議
会
と
な
り
ま
し
た
。
平
成
31
年
度

の
予
算
審
議
が
行
わ
れ
、
市
民
の
暮

ら
し
に
と
っ
て
市
政
の
在
り
方
や
税

金
の
使
い
方
に
つ
い
て
、
慎
重
に
審

査
を
行
い
ま
し
た
。

　

今
号
は
、
４
月
21
日
に
市
議
会
議

員
選
挙
が
行
わ
れ
た
た
め
、
５
月
発

 
 

本
会
議
の
傍
聴
は
、
会
議
当

日
、
市
役
所
５
階
の
議
会
事
務

局
で
、
傍
聴
券
に
「
住
所
」
、「
氏

名
」
を
記
入
す
る
だ
け
で
傍
聴

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
31
年
第
１
回
定

例
会
の
本
会
議
傍
聴
者
数
は
、

延
べ
39
名
で
し
た
。

委
員
会
の
傍
聴
は
、
会
議
当

日
の
午
前
８
時
30
分
か
ら
会
議

開
始
ま
で
に
、
議
会
事
務
局
で

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
会
議
開
始
ま
で
に
傍

聴
希
望
者
が
定
員
を
超
え
た
場

合
は
、
先
着
順
と
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

※
議
場
に
、
車
い
す
用
傍
聴
席

を
設
置
し
て
い
ま
す
。

※
児
童
・
乳
幼
児
は
、
傍
聴
席

に
入
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

が
、
本
会
議
中
は
１
階
ホ
ー
ル

の
Ｔ
Ｖ
モ
ニ
タ
ー
で
議
会
中
継

を
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き

ま
す
。
傍
に
、キ
ッ
ズ
コ
ー
ナ
ー

（
要
保
護
者
）
も
あ
り
ま
す
の

で
、
是
非
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

次
の
定
例
会
は

６
月
14
日
に
開
会
予
定
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行
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ご
理
解
を

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
「
市
民
の
皆
さ
ん
に

手
に
取
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
紙

面
に
」
と
議
論
を
重
ね
て
き
ま
し

た
。
平
成
31
年
度
か
ら
年
２
回
、

表
紙
と
裏
表
紙
が
カ
ラ
ー
に
な
り

ま
す
。

　

今
号
発
行
の
こ
ろ
に
は
、
新
議

員
に
よ
る
広
報
委
員
が
選
任
さ
れ

ま
す
。
今
後
と
も
ご
愛
読
い
た
だ

け
ま
す
よ
う
、
ま
た
、
ご
要
望
や

ご
意
見
な
ど
を
お
寄
せ
下
さ
い
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　

伊　

藤　

悦　

子　

記

選　
　

任　
　

・　
　

任　
　

命

　

議
会
だ
よ
り
は
、
こ
れ
か
ら
も

よ
り
一
層
、
分
か
り
や
す
く
親
し

み
や
す
い
紙
面
づ
く
り
を
目
指
し

て
い
き
ま
す
。

　

ご
意
見
や
ご
要
望
な
ど
を
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
・
電
子
メ
ー
ル
・
郵
便
で
随

時
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

　

お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し
た
ご
意

見
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
後
の

紙
面
づ
く
り
の
参
考
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
な
お
、
個
別
の
回

答
は
、
行
い
ま
せ
ん
こ
と
を
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

▼
副
市
長

川
かわむら

村 光
みつお

男 氏平
ひらつか

塚 和
かずひろ

宏 氏

▼
教
育
委
員
会
教
育
長

　

任
期
は
、
平
成
31
年
４
月
１
日

か
ら
４
年
。

任
期
は
、
平
成
31
年
４
月
１
日

か
ら
３
年
。

▼
固
定
資
産
評
価
審
査

　

委
員
会
委
員

野
のむら

村 泰
たいえん

円 氏

　

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

は
、
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録

さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
不
服
を
審

査
決
定
す
る
た
め
の
機
関
で
す
。

　

任
期
は
、
平
成
31
年
４
月
１
日

か
ら
３
年
。

寺
てらうち

内 良
よしゆき

征 氏

再　

任

再　

任

再　

任

新　

任

議
会
を
傍
聴
し
ま
せ
ん
か

編
集
後
記


